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各教育・保育施設等設置者 様 

 施設長 様 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

運 営 指 導 等 担 当 課 長 

教育・保育施設等における頭部の打撲等への対応について（依頼） 

日頃から、本市の保育行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 児童がけがをした際の対応については、症状の見落としや判断ミスがないよう複数人で児

童の状態を確認し、受診が必要と判断した場合は、保護者の了解を得た上で、園が病院に連

れていくようお願いしています。 

特に、頭部の打撲等のけがについては、症状が目に見えない場合があり、受診が遅くなる

ことで重症となる恐れがあります。各施設・事業所におかれましては、園が病院に連れてい

くことを基本とし、受傷状況を正確に医師へ伝えていただくようお願いします。 

１ 事故発生時の対応 

 詳細は、平成 30 年３月開催の施設・事業者向け説明会資料の配布資料「施設を運営する

際の留意事項について（以下、「留意事項通知」という。）」（P.28）をご参照ください。 

【資料掲載先】 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/jigyosha/ 

２ 特に注意していただきたいこと（受診の判断について） 

 必要に応じて応急処置を行うとともに、事故の状況（児童の状態、現場の状況など）を

正確に把握してください。症状の見落としや判断ミスがないよう、児童の状態については、

複数人で確認してください。受診が必要と判断した場合は、保護者の了解を取った上で、

園が病院に連れていくことを基本としてください。 

※ 首から上の打撲・けが等については、園が受診させることを基本としてください。

２ 平成 29 年中の事故事例 

留意事項通知（P.34）をご覧ください。 

３ 参考 

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html 

担当 横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

運営指導係 TEL:045-671-3564 
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